
成人喫煙率の推移
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各都道府県の喫煙率（男性）

出典：平成28年国民生活基礎調査
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各都道府県の喫煙率（女性）
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出典：妊婦連絡票

妊婦の喫煙率（青森県）
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同居者の喫煙率（青森県）

出典：妊婦連絡票
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同居者の喫煙率（青森県）

出典：妊婦連絡票
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健康増進計画「健康あおもり２１（第２次）」

全体目標：早世の減少と健康寿命の延伸による全国との健康格差の縮小

肥満予防対策 自殺予防対策喫煙防止対策
重
点
課
題

青森県健康増進計画「健康あおもり２１（第２次）」において、
「喫煙防止対策」を重点課題の１つと定め、取り組んでいます。

禁煙支援

未成年者
喫煙防止

妊娠中の
喫煙防止

受動喫煙
防止

たばこを吸っている方の
様々な生活習慣病を予防
するための禁煙の支援

たばこへの依存性や健康
への影響が多い、未成年者
の喫煙を防止

・妊娠中の喫煙による胎児
への健康への影響を防止

・産後再喫煙の防止

・たばこに触れる機会を
減少させる

・受動喫煙による健康への
影響を防止
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「健康あおもり２１（第２次）」における
青森県の喫煙対策の取組

これまでの取組 新たな取組

禁煙支援 〇禁煙治療を実施している医療機関を
県のホームページで紹介

○禁煙治療実施医療機関従事者向け研
修会、COPD研修会の開催 等

○企業が行う従業員への禁煙支援の取
組を「青森県健康経営認定制度」の
選択要件として設定

目標：成人の喫煙率減少 ２０２３年度 男性２３％以下、女性５％以下
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３ 制度・施策実行（従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的施策）

認 定 要 件 ⑪ 常勤従業員に対して禁煙支援を実施していること。（選択要件）

設 置 趣 旨

青森県の喫煙率は全国的に極めて高いことを踏まえて、禁煙に取り組む従業員を職員をサポートする事業所
を評価する。
青森県男性喫煙率40.3%（全国ワースト１位）
青森県女性喫煙率14.3%（全国ワースト２位）出典：H25国民生活基礎調査

評 価 基 準

以下のうち、いずれかに取り組んでいること。
ⅰ 申請日から過去１年以内に禁煙治療費の自己負担費用の助成を行っていること。
ⅱ 禁煙治療費の助成を行っていない場合は、申請日から過去１年以内に以下のうち２つ以上に取り組んでい
ること。
・従業員を対象とした禁煙セミナーの開催
・行政等が主催する喫煙、受動喫煙に関する研修会への参加
・事業所独自の禁煙支援の取組（禁煙マラソン、禁煙グッズ購入費用の助成、）

基準適合を証する
添 付 資 料 等

【禁煙治療費の助成を行っている場合】

□ 禁煙治療費について事業所が助成している事実が確認できるもの

【禁煙治療費の助成以外の支援を行っている場合】

以下のうち、２つ以上を提出すること。

□ 禁煙セミナーの開催の事実が確認できるもの

□ 県や市町村が開催する禁煙又は受動喫煙防止をテーマとした研修会等に参加した事実が確認できるもの

□ 事業所独自の禁煙支援の取組内容が確認できるもの
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○「青森県健康経営認定制度」（平成29年度～）

「青森県健康経営認定制度」要件の解説（抜粋）



「健康あおもり２１（第２次）」における
青森県の喫煙対策の取組

これまでの取組

未成年者の
喫煙防止

〇未成年者の禁煙相談に応じる医療機関を県のホームページで紹介
○未成年者（特に高校卒業後の年代）や保護者に対して喫煙防止を働きかけ
るDVDの作成・配布

目標：未成年者の喫煙をなくす 中学１年生、高校３年生 ３４年度０％
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○親子の防煙対策推進のための普及啓発DVD（平成28年度）

本県の成人喫煙率は男女とも全国的に高いものの、平成２７年度に実施した未成年者の喫煙状況調査では、高校３年生の喫煙率が
男子1.1％、女子0.2％と全国に比して低いことから、成人になる前の世代に対する喫煙防止に向けた取組が重要となっている。
そこで、「将来の喫煙率」を減らすために、この世代の親子に対して働きかけるＤＶＤを作成し、喫煙防止に関する意識啓発を図る。

作成趣旨

・教育機関（保育園・幼稚園・小・中・高・
大学等） と市町村、自動車学校へ送付。
・映像だけでなく音源ＣＤも作成。

・全世代に共通したメッセージと、たばこに手を出さないことで過ごせる幸せな日々を、各対象世代の生活場面に合わせて作成。
・健やか力向上推進キャラクター「マモルさん」とパペットを活用し、幅広い人の目を引くような映像とした。
・耳に残りやすいラップ調の音楽とした。

対象と内容

対象 ①小学生高学年～中学生 ②１８歳～２０代前半 ③幼児・小・中学生の保護者

ねらい 興味でたばこに手を出さないように。 成人後もたばこに手を出さないように。 子どもの前でたばこを吸わないように。

所要時間 ２分 ２分５秒 ２分

昼休み、掃除の時間、全校集会等、幅広い
場面での活用が可能！！
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「健康あおもり２１（第２次）」における
青森県の喫煙対策の取組

これまでの取組 今年度の新たな取組

受動喫煙
防止

〇空気クリーン施設認証制度の推進
〇事業所等に対する受動喫煙防止対策
実施状況調査

○県の開催する会議等の会場は受動喫
煙防止対策実施施設を優先的に利用

〇「青森県健康経営認定制度」におい
て、空気クリーン施設の認証を必須
要件として設定

目標：受動喫煙防止対策を実施している施設の割合 ３４年度１００％
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３ 制度・施策実行（従業員の心と身体の健康づくりに向けた具体的施策）

認 定 要 件
⑨ 受動喫煙防止対策を実施しており、空気クリーン施設の認証を
受けていること。（必須要件）

設 置 趣 旨
喫煙及び受動喫煙は、がん、循環器疾患、糖尿病等の様々な疾患の原因となることが科学的根拠により明ら

かとなっていること、青森県がん対策推進条例で事業者は労働者の受動喫煙を防止するため対策を講ずること
を配慮しなければならないとされたことを踏まえ、建物内禁煙を実施している事業所を評価する。

評 価 基 準

以下のうち、いずれかに取り組んでいること。
ⅰ 青森県が定めた「空気クリーン施設（受動喫煙防止対策実施施設）」・「空気クリーン車（受動喫煙防止
対策実施車両）」推進事業実施要領に基づき、申請日時点で空気クリーン施設（施設内禁煙施設）の認証を
受けていること。

ⅱ 受動喫煙防止対策として施設内禁煙を実施としているが、申請日時点で空気クリーン施設の認証を受けて
いない場合は、別途空気クリーン施設の届出書を提出すること。
なお、届出内容に不備があった場合は、当該基準の適合は認められない。

基準適合を証する
添 付 資 料 等

【空気クリーン施設の認証を受けている場合】

□ 空気クリーン施設の適合証（「空気クリーン施設」ステッカー）の交付を受けた日を様式２（調書）に記

載すること。

【申請日時点で空気クリーン施設の認証を受けていない場合】

□ 空気クリーン施設の届出書を提出した日を様式２（調書）に記載すること。

○「青森県健康経営認定制度」（平成29年度～）

「青森県健康経営認定制度」要件の解説（抜粋）13



「健康あおもり２１（第２次）」における
青森県の喫煙対策の取組

これまでの取組 今年度の新たな取組

妊娠中の
喫煙防止

〇「親子に優しい街マップ」で妊婦さ
んが禁煙施設を選択して利用できる
ように、検索タグを追加するコンテ
ンツの改修を実施

〇妊婦の再喫煙防止のため、関係機関
からの一貫した禁煙支援ができるよ
う母子健康手帳に「禁煙見守りカー
ド」を挟み込み、励まし等を行う

目標：妊娠中の喫煙をなくす ３４年度０％

青森県・青森県医師会

～禁煙見守りカード～

お母さん ご家族

吸う

吸わない

吸う

吸わない

（仮称）

ま
ま さ ぽ

宣 言 書

私(たち)は、子どもをたばこの

煙から守ることを誓います。

署名

署名

月 日

妊娠届出日

「ままさぽ」の使い方

①お母さんは、表紙に妊娠届出日とその時のお母

さんと同居ご家族の喫煙状況を記録します。
※自分が吸わないだけでなく、他の人の煙からもお子さん

を守るために、宣言書を活用しましょう。

②母子健康手帳と一緒に携帯し、妊産婦・乳幼児

健康診査等の際には、医療機関の方や市町村の

保健師の方から応援してもらいましょう。
※妊娠期から１歳６か月時健康診査の時まで継続して使用

しますので、無くさないようにしましょう。

たばこの煙のない家庭から

「無煙世代」を育てましょう！
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産後の再喫煙防止のために、関係機関からの一貫した禁煙支援がで
きるよう、母子健康手帳に「禁煙見守りカード」を挟み込み、妊産婦
及び同居者の喫煙状況を把握し、指導や励ましをできるようにする。
また、妊産婦や子どもへのたばこの影響について、青森県周産期医

療協議会医療保健連携小委員会において協議した内容を啓発媒体とし
て作成し、産婦人科・小児科それぞれの禁煙支援時に活用する。

○妊婦及び同居者の喫煙率(H28妊婦連絡票より)

妊婦 ２．９％
同居者 ４１．６％ （夫 ３３．２％）

○妊婦の再喫煙率(H26弘前保健所調査より)

【 現 状 と 課 題 】 【 事 業 内 容 】 【 事 業 効 果 】

・妊産婦の禁煙状況を共有し、
一貫して見守るための仕組み

・たばこの正しい知識の普及

妊婦の喫煙率
１％減少

妊婦の再喫煙率
１０．８％減少

・妊産婦と同居者の喫煙
状況の把握と禁煙支援

・たばこに関する正しい
知識の普及

たばこの煙のない
家庭から

「無煙世代」を
構築していく

産後再喫煙 ９９名
（３８．１％）

妊娠期に禁煙
２６０名

11.4%

15.7%

37.9%

0% 10% 20% 30% 40%

家族や友人から禁煙に対する励ましや見守りがある

禁煙をするための方法を知ることができる

夫や家族が目の前でたばこを吸わないこと

○産後再喫煙を始める時期

産後３～４ヶ月頃
までの再喫煙率
４３．４％

○禁煙や禁煙を継続するために必要だと思うこと

３～４ヶ月頃ま
でに再喫煙防止
の介入が必要

○産後に「つながる」禁煙支援事業(1,728千円)

3～4ヶ月

頃まで

43.4%
7～11ヶ月

頃

28.3%

1年以降

26.3%

未記入

2.0%

産婦人科から小児科へ「つながる」一貫した禁煙支援の仕組み

「禁煙見守りカード」や
啓発媒体について検討

青森県周産期医療協議会
医療保健連携小委員会

こどもみらい課

課

題

○産後に再喫煙を始めた理由

18.5%

20.7%

22.2%

23.7%

0% 10% 20% 30%

母乳が出なくなったから

夫や家族がまわりでたばこを吸う

職場復帰

イライラしたから

有害性の認識不足

家族や関係機関の
継続した見守りが不十分

妊娠期～出産時（産婦人科）

これからも禁煙を
続けましょう！

訪問時（保健師） 産後～4ヶ月頃まで

ご家族も禁煙
されていますか？

健診時（小児科） 産後～１歳半まで

禁煙
がんばって
いますね！

関係機関による
一貫した見守り

産婦人科用
啓発媒体

小児科用
啓発媒体

作成・配布

産婦人科医、小児科医、助産師等で
構成される既存の委員会を活用

＜現状＞

禁煙見守りカード
9,000枚作成

(H27県出生数8,621人)

情報誌を活用した
仕組の周知

○産後に「つながる」禁煙支援事業（平成29年度～）
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